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の
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を
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日本まるごと
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 女性の健康づくりを考える
 働く女性の健康増進に向けた取り組みのあり方

 日本航空健保組合で取り組む「女性の健康」
 ――ＪＡＬグループと一体となり女性の健康をサポート

 大局大説
　　 フランスにおける医療保険制度の動向
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康
保
険
法
等
の
改
正
法
案
が
今

国
会
に
提
出
さ
れ
る
運
び
と

な
っ
て
い
る
。改
正
法
案
の
骨
子
は
、

被
保
険
者
記
号
・
番
号
の「
個
人
単
位

化
」、保
険
運
営
の
効
率
化
を
図
る「
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」の
導
入
、オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
や
電
子
カ
ル
テ
標

準
化
の
た
め
の「
医
療
情
報
化
支
援
基

金
」の
創
設
、医
療
保
険
レ
セ
プ
ト
情

報
・
D
P
C
デ
ー
タ
と
介
護
保
険
レ
セ

プ
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
連
結
解
析
と

公
益
目
的
の
利
用
促
進
の
た
め
の
体

制
整
備
、市
町
村
が
75
歳
以
上
高
齢
者

に
対
す
る
保
健
事
業
と
介
護
保
険
の

地
域
支
援
事
業
等
と
を
一
体
的
に
実

施
す
る
た
め
の
規
定
整
備
、審
査
支
払

機
関
の
機
能
強
化（
公
平
か
つ
中
立
な

審
査
実
施
な
ど
審
査
の
基
本
理
念
を

規
定
、支
払
基
金
本
部
の
機
能
強
化
、

医
療
保
険
情
報
デ
ー
タ
分
析
業
務
の

追
加
）な
ど
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、入
管
難
民
法
改
正
論
議
で
問

題
が
指
摘
さ
れ
た
外
国
に
居
住
す
る

被
扶
養
者
に
つ
い
て
、一
定
の
例
外
を

設
け
つ
つ
、原
則
と
し
て
国
内
に
居
住

し
て
い
る
こ
と
等
を
要
件
に
加
え
る
。

さ
ら
に
、国
民
健
康
保
険
の
資
格
管
理

の
適
正
化
を
目
指
し
、市
町
村
に
よ
る

関
係
者
へ
の
報
告
徴
収
権
の
対
象
に

被
保
険
者
の
資
格
取
得
に
関
す
る
事

項
を
追
加
す
る
。国
保
と
健
保
間
の
保

険
料
二
重
払
い
解
消
の
た
め
の
規
定

も
整
備
す
る
と
し
て
い
る
。

　

被
保
険
者
記
号
・
番
号
に
つ
い
て
は
、

世
帯
単
位
か
ら
個
人
単
位（
被
保
険
者

ま
た
は
被
扶
養
者
ご
と
）に
移
行
す
る

こ
と
で
、保
険
者
が
変
わ
っ
て
も
個
々

人
と
し
て
資
格
管
理
が
可
能
と
な
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
は
、保

険
医
療
機
関
等
で
療
養
の
給
付
等
を

受
け
る
際
の
被
保
険
者
資
格
の
確
認

に
つ
い
て
、現
在
は
被
保
険
者
証
と
し

て
使
え
な
い
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
使

用
で
き
る
よ
う
に
し
、オ
ン
ラ
イ
ン
上

で
可
能
に
す
る
。国
・
保
険
者
・
保
険
医

療
機
関
等
の
関
係
者
に
対
し
て
は
、オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
な
ど
の
手
続
き

の
電
子
化
に
よ
り
、医
療
保
険
事
務
が

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
協
力
を
求

め
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、保
険
者
は
被
保
険
者
番
号
・

資
格
情
報
の
管
理
を
支
払
基
金
・
国
保

中
央
会
に
委
託
す
る
一
方
、支
払
基
金

等
は
被
保
険
者
の
資
格
を
履
歴
管
理

し
、全
レ
セ
プ
ト
の
資
格
確
認
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、正
し
い
保
険
者
に
振
り

分
け
る
こ
と
に
な
る
。資
格
の
過
誤
請

求
の
削
減
や
事
務
コ
ス
ト
の
削
減
な

ど
が
期
待
さ
れ
る
た
め
、健
保
組
合
と

し
て
も
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
協
力

し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導

入
に
向
け
た
医
療
機
関
・
薬
局
の
初
期

導
入
経
費
と
、国
の
指
定
す
る
標
準
規

格
を
用
い
た
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム

を
導
入
す
る
医
療
機
関
で
の
初
期
導

入
経
費
に
つ
い
て
、医
療
情
報
化
支
援

基
金
に
よ
る
補
助
が
創
設
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の

観
点
か
ら
、健
康
保
険
事
業
と
こ
れ
に

関
連
す
る
事
務
以
外
に
被
保
険
者
記

号
・
番
号
の
告
知
を
要
求
す
る
こ
と
が

制
限
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き

た
い
。ま
た
、業
と
し
て
、被
保
険
者
記

号
・
番
号
の
告
知
を
要
求
す
る
こ
と
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
こ
と
が

制
限
さ
れ
、こ
れ
ら
に
違
反
し
た
場
合

の
勧
告
・
命
令
、立
入
検
査
、罰
則
が
設

け
ら
れ
る
。

　

今
回
の
改
正
法
案
は
、医
療
保
険
制

度
の
効
率
的
な
運
営
と
加
入
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
資
す
る
も
の
で

あ
り
、そ
の
早
期
成
立
と
適
切
な
運
用

を
大
い
に
期
待
し
た
い
。
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